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入
国

管
理
及

び
難
民

認
定
法

及
び
日
本

国
と
の

平
和
条

約
に
基

づ
き
日

本
の
国

籍
を
離

脱
し
た
者

等
の
出

入
国
管

理
に
関

す
る
特

例
法

の
一
部
を

改
正
す

る
等
の

法
律
の

施
行
に
伴

う
関

係
国
家
公

安
委
員

会
規
則

の
整
備

等
に
関
す

る
規

則
（
平
成

二
十
四

年
国
家

公
安

委
員
会
規

則
第

七
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）
新
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照
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会
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一
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）

5

…
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動
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が
行
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介
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○
犯
罪

捜
査
規
範

（
昭

和
三
十
二

年
国
家

公
安
委

員
会
規

則
第
二
号

）
（

第
一
条
関

係
）

（
傍
線

部
分
は

改
正
部

分
）

改

正

案

現

行

（

供
述

調
書
の
記

載
事
項

）

（
供

述
調
書
の

記
載
事

項
）

第
二
百
三

十
四

条

国
際

犯
罪
の

被
疑
者

供
述
調

書
に
は
、

第
百

第
二
百

三
十
四

条

国

際
犯
罪

の
被
疑
者

供
述

調
書
に
は

、
第
百

七
十
八

条
（
供

述
調
書

の
記
載

事
項
）

に
掲
げ

る
事
項
の

ほ
か

七
十

八
条
（
供

述
調
書

の
記
載

事
項
）

に
掲
げ
る

事
項

の
ほ
か

、
お
お

む
ね

次
に
掲
げ

る
事
項

を
明
ら

か
に
し

て
お
か
な

け
れ

、
お

お
む
ね
次

に
掲
げ

る
事
項

を
明
ら

か
に
し

て
お
か

な
け
れ

ば
な

ら
な
い

。

ば
な

ら
な
い

。

一

（
略
）

一

（
略

）

二

旅
券
又

は
在

留
カ
ー
ド

、
特
別

永
住
者

証
明
書

そ
の
他
身

二

旅
券

又
は

外
国
人
登

録
証
明

書
そ
の

他
身
分

の
証
明
に

関

分

の
証
明

に
関
す
る

書
類

の
有
無
（

在
留
カ

ー
ド
又

は
特
別

す

る
書

類
の
有
無

（
外
国

人
登
録

証
明
書

を
有
す
る

と
き

は

永

住
者
証

明
書
を

有
す
る

と
き
は
、

そ
の
番

号
、
交

付
年
月

、
登
録

年
月
日

、
登
録
市

町
村
、

登
録
番

号
等
）

日
、
有
効

期
間
の

満
了
の

日
等
）

三
〜
六

（
略

）

三
〜

六

（

略
）



- 2 -

○
警
備

業
の
要
件

に
関

す
る
規
則

（
昭
和

五
十
八

年
国
家

公
安
委
員

会
規

則
第
一
号

）
（

第
二
条
関

係
）

（
傍
線

部
分
は

改
正
部

分
）

改

正

案

現

行

（

重
大

な
不
正
行

為
）

（
重

大
な
不
正

行
為
）

第
一
条

警
備

業
法
（
以

下
「
法

」
と
い

う
。
）

第
三
条
第

三
号

第
一
条

警
備

業
法
（

以
下
「

法
」
と
い

う
。

）
第
三
条

第
三
号

の
国
家

公
安
委

員
会
規

則
で
定

め
る
重

大
な
不

正
行
為
は

、
次

の
国

家
公
安
委

員
会
規

則
で
定

め
る
重

大
な
不
正

行
為

は
、
次

の
と
お

り
と

す
る
。

の
と

お
り
と
す

る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

次
に
掲

げ
る
罪

の
い
ず

れ
か
に

当
た
る
違

法
な

行
為

二

次
に

掲
げ
る
罪

の
い
ず

れ
か
に

当
た
る

違
法
な
行

為

ア
〜

カ

（

略
）

ア

〜
カ

（
略
）

キ

出
入

国
管
理
及

び
難

民
認
定
法

（
昭
和

二
十
六

年
政
令

キ

出

入
国
管
理

及
び
難

民
認
定

法
（
昭

和
二
十
六

年
政

令

第

三
百

十
九
号
）

第
七
十

三
条
の

二
第
一

項
に
規
定

す
る

第
三
百
十

九
号
）

第
七
十

三
条
の

二
に
規

定
す
る

罪

罪

ク
〜
サ

（
略

）

ク
〜
サ

（

略
）

三

（

略
）

三

（
略
）
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○
風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
六
十
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
一
号
）
（
第
三
条
関
係
）

（
傍
線

部
分
は

改
正
部

分
）

改

正

案

現

行

第

五
十
条

（
略

）

第
五
十

条

（

略
）

２

前
項

の
標

章
除
去
申

請
書
に

は
、
次

に
掲
げ

る
書
類
を

添
付

２

前

項
の
標

章
除
去

申
請
書

に
は
、
次

に
掲

げ
る
書
類

を
添
付

し
な
け

れ
ば
な

ら
な
い

。

し
な

け
れ
ば
な

ら
な
い

。

一

住

民
票

の
写
し

一

住
民
票
（

日
本
国

籍
を
有

し
な
い

者
に
あ

つ
て
は

、
外
国

人
登

録
法
（

昭
和
二

十
七
年
法

律
第
百

二
十
五

号
）
第

五
条

第

一
項
の
外

国
人
登

録
証
明
書

）
の

写
し

二

〜
五

（

略
）

二

〜
五

（
略
）
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○
遊
技

機
の
認
定

及
び

型
式
の
検

定
等
に

関
す
る

規
則
（

昭
和
六
十

年
国

家
公
安
委

員
会

規
則
第
四

号
）
（

第
四
条
関

係
）

（
傍
線

部
分
は

改
正
部

分
）

改

正

案

現

行

（

検
定

申
請
の
手

続
）

（
検

定
申
請
の

手
続
）

第
七
条

（
略

）

第
七
条

（
略

）

２

検

定
申
請

書
に
は
、

次
に

掲
げ
る
書

類
を
添

付
し
な

け
れ
ば

２

検
定
申

請
書
に
は

、
次
に

掲
げ
る

書
類
を

添
付
し

な
け
れ

ば

な
ら
な

い
。

な
ら

な
い
。

一

当
該
検

定
申
請

書
を
提

出
し
た
者

（
以
下

「
検
定

申
請
者

一

当
該
検

定
申
請
書

を
提

出
し
た
者

（
以
下

「
検
定

申
請
者

」
と

い
う
。

）
が
個

人
で
あ
る

場
合

に
あ
つ
て

は
、
次

に
掲

」

と
い
う

。
）
が
個

人
で
あ

る
場
合

に
あ
つ

て
は
、

次
に
掲

げ
る

書
類

げ

る
書
類

イ

住
民

票
の
写
し

イ

住

民
票
の
写

し
（
外

国
人
に

あ
つ
て

は
、
外
国

人
登

録

証

明
書
の

写
し
）

ロ

（
略

）

ロ

（

略
）

二
〜
六

（
略

）

二
〜
六

（
略

）

３
〜
５

（
略

）

３
〜

５

（

略
）
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○
指
定

講
習
機
関

に
関

す
る
規
則

（
平
成

二
年
国

家
公
安

委
員
会
規

則
第

一
号
）
（

第
五

条
関
係
）

（
傍
線

部
分
は

改
正
部

分
）

改

正

案

現

行

（

指
定

の
申
請
）

（
指
定
の

申
請

）

第
二
条

（
略

）

第
二
条

（
略

）

２

前

項
の
申

請
書
に
は

、
次

に
掲
げ
る

書
類
を

添
付
し

な
け
れ

２

前
項
の

申
請
書
に

は
、
次

に
掲
げ

る
書
類

を
添
付

し
な
け

れ

ば
な
ら

な
い

。

ば
な

ら
な
い
。

一
・

二

（

略
）

一
・

二

（

略
）

三

次
の
申

請
者
の

区
分
に

応
じ
、

そ
れ
ぞ
れ

次
に

定
め
る
者

三

次
の

申
請
者
の

区
分
に

応
じ
、

そ
れ
ぞ

れ
次
に
定

め
る

者

の
住

民
票
の

写
し
（

住
民
基

本
台
帳

法
（
昭

和
四
十
二

年
法

の

住
民
票

（
府
令
第

九
条

の
十
六
第

二
号

の
登
録
証

明
書
等

律

第
八
十

一
号
）
第

七
条

第
五
号
に

掲
げ
る

事
項
（

外
国
人

を

含
む

。
第
五
号

に
お
い

て
同
じ

。
）
の

写
し
及
び

履
歴

書

に

あ
っ
て

は
、
同

法
第
三

十
条
の
四

十
五
に

規
定
す

る
国
籍

等
）
を
記

載
し
た

も
の
に

限
る
。

第
五
号
に

お
い

て
同
じ
。

）
及
び

履
歴
書

イ
・
ロ

（
略

）

イ
・

ロ

（

略
）

四
〜

十
一

（
略
）

四
〜

十
一

（
略
）
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○
届
出

自
動
車
教

習
所

が
行
う
教

習
の
課

程
の
指

定
に
関

す
る
規
則

（
平

成
六
年
国

家
公

安
委
員
会

規
則
第

一
号
）
（

第
六

条
関
係
）

（
傍
線

部
分
は

改
正
部

分
）

改

正

案

現

行

（

指
定

の
基
準
等

）

（
指
定
の

基
準

等
）

第
一
条

（
略

）

第
一
条

（
略

）

２

令

第
三
十

三
条
の
六

第
一

項
第
一
号

ハ
の
規

定
に
よ

る
指
定

２

令
第
三

十
三
条
の

六
第
一

項
第
一

号
ハ
の

規
定
に

よ
る
指

定

の
基
準

（
大

型
自
動
車

免
許
（

以
下
「

大
型
免

許
」
と
い

う
。

の
基

準
（
大
型

自
動
車

免
許
（

以
下
「

大
型
免

許
」
と

い
う
。

）
に

係
る
教

習
の
課

程
（
以

下
「
教
習

課
程
（

大
型
）

」
と
い

）
に

係
る
教

習
の
課
程

（
以

下
「
教
習

課
程
（

大
型
）

」
と
い

う

。
）
に
係

る
も
の

に
限
る

。
）
は

、
次
に
掲

げ
る

と
お
り
と

う
。

）
に

係
る
も
の

に
限
る

。
）
は

、
次
に

掲
げ
る
と

お
り

と

す

る
。

す

る
。

一

（
略

）

一

（
略

）

二

次

に
掲
げ
る

設
備
を

使
用
し

て
行
わ

れ
る
も
の

で
あ

る
こ

二

次
に

掲
げ

る
設
備
を

使
用
し

て
行
わ

れ
る
も

の
で
あ
る

こ

と
。

と
。

イ

教

習
課
程

（
大
型
）

に
係

る
教
習
を

行
う
た

め
に
必

要

イ

教

習
課

程
（
大
型

）
に
係

る
教
習

を
行
う

た
め
に
必

要

な
数
の

大
型

自
動
車
（

専
ら
貨

物
を
運
搬

す
る

構
造
の
自

な
数

の
大
型
自

動
車
（

専
ら
貨

物
を
運

搬
す
る

構
造
の

自

動
車

（
以
下

「
貨
物
自

動
車

」
と
い
う

。
）
に

限
る
。

以

動
車

（
以
下

「
貨
物
自

動
車
」

と
い
う

。
）
に

限
る
。

以

下
こ

の
項
に

お
い
て

同
じ
。

）
、
中

型
自
動
車

（
貨
物

自

下
こ

の
項
に

お
い
て

同
じ
。

）
、
中
型

自
動

車
（
貨
物

自

動

車
に
限
る

。
以

下
こ
の
項

及
び
次

項
に
お
い

て
同

じ
。

動
車

に
限

る
。
以
下

こ
の
項

及
び
次

項
に
お

い
て
同

じ
。

）

若
し
く

は
普
通

自
動
車
（

こ
れ

ら
の
自
動

車
の
う

ち
、

）

若
し
く

は
普
通

自
動
車
（

こ
れ
ら

の
自
動

車
の
う

ち
、

大

型
免
許

に
係
る

届
出
自

動
車
教

習
所
指

導
員
が
危

険
を

大
型
免
許

に
係
る

届
出
自

動
車
教

習
所
指
導

員
が

危
険
を

防

止
す

る
た
め
の

応
急

の
措
置
を

講
ず
る

こ
と
が
で

き
る

防
止
す
る

た
め
の

応
急
の

措
置
を

講
ず
る

こ
と
が

で
き
る

装
置
を

備
え
た

も
の
に

限
る
。
以

下
こ
の

項
に
お

い
て
同

装
置
を

備
え
た
も

の
に

限
る
。
以

下
こ
の

項
に
お

い
て
同

じ
。
）

又
は
道

路
交
通

法
施
行

規
則
（
昭

和
三

十
五
年
総

じ
。

）
又
は
道

路
交
通

法
施
行

規
則
（

昭
和
三
十

五
年

総

理
府
令

第
六

十
号
。
次

号
に

お
い
て
「

府
令
」

と
い
う
。

理
府

令
第
六
十

号
。
次

号
及
び

第
二
条

第
二
項

第
一
号

に

）
第

三
十
三

条
第
四

項
第
一

号
ホ
の
運

転
シ
ミ

ュ
レ
ー

タ

お
い

て
「
府

令
」
と
い

う
。

）
第
三
十

三
条
第

四
項
第

一
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ー
（
以

下
「
運

転
シ
ミ

ュ
レ
ー

タ
ー
」
と

い
う

。
）

号
ホ

の
運
転
シ

ミ
ュ
レ

ー
タ
ー

（
以
下

「
運
転
シ

ミ
ュ

レ

ー
タ

ー
」
と
い

う
。
）

ロ

（
略
）

ロ

（
略
）

三

（
略
）

三

（
略

）

３
〜

９

（
略
）

３

〜
９

（
略
）

（

指
定

の
申
請
）

（
指
定
の

申
請

）

第
二
条

（
略

）

第
二
条

（
略

）

２

前

項
の
申

請
書
に
は

、
次

に
掲
げ
る

書
類
を

添
付
し

な
け
れ

２

前
項
の

申
請
書
に

は
、
次

に
掲
げ

る
書
類

を
添
付

し
な
け

れ

ば
な
ら

な
い

。

ば
な

ら
な
い
。

一

届
出
自

動
車
教

習
所
を

管
理
す
る

者
及
び

指
定
を

受
け
よ

一

届
出
自

動
車
教
習

所
を

管
理
す
る

者
及
び

指
定
を

受
け
よ

う
と

す
る
免

許
に
係

る
届
出
自

動
車

教
習
所
指

導
員
（

大
型

う

と
す
る

免
許
に
係

る
届
出

自
動
車

教
習
所

指
導
員

（
大
型

免
許

に
係
る

届
出
自

動
車
教

習
所
指

導
員
、

中
型
免
許

に
係

免

許
に
係

る
届
出
自

動
車

教
習
所
指

導
員

、
中
型
免

許
に
係

る

届
出
自

動
車
教
習

所
指

導
員
、
普

通
免
許

に
係
る

届
出
自

る

届
出

自
動
車
教

習
所
指

導
員
、

普
通
免

許
に
係
る

届
出

自

動

車
教
習

所
指
導

員
、
大

型
二
輪
免

許
に
係

る
届
出

自
動
車

動
車
教

習
所
指

導
員
、
大

型
二
輪

免
許
に

係
る
届

出
自
動

車

教
習
所
指

導
員
、

普
通
二

輪
免
許

に
係
る
届

出
自

動
車
教
習

教
習
所

指
導
員

、
普
通
二

輪
免

許
に
係
る

届
出

自
動
車
教

習

所
指
導

員
、
大

型
第
二
種

免
許

に
係
る
届

出
自
動

車
教
習

所

所
指
導

員
、

大
型
第
二

種
免
許

に
係
る

届
出
自

動
車
教
習

所

指
導
員

、
中
型

第
二
種

免
許
に

係
る
届
出

自
動
車

教
習
所

指

指
導

員
、
中

型
第
二

種
免
許
に

係
る
届

出
自
動

車
教
習

所
指

導
員

又
は
普
通

第
二
種

免
許
に

係
る
届

出
自
動
車

教
習

所
指

導
員

又
は
普

通
第
二

種
免
許
に

係
る

届
出
自
動

車
教

習
所
指

導
員

を
い
う

。
以
下

同
じ
。
）

の
住

民
票
の
写

し
（
住

民
基

導

員
を
い
う

。
以
下

同
じ
。

）
の
住

民
票
（

府
令
第

九
条
の

本
台

帳
法
（

昭
和
四

十
二
年

法
律
第

八
十
一
号

）
第
七

条
第

十

六
第
二

号
の
登
録

証
明

書
等
を
含

む
。
）

の
写
し

及
び
履

五
号

に
掲

げ
る
事
項

（
外
国

人
に
あ

っ
て
は

、
同
法
第

三
十

歴

書

条

の
四
十

五
に
規

定
す
る

国
籍
等
）

を
記
載

し
た
も

の
に
限

る

。
）
及

び
履
歴

書

二
〜
七

（
略

）

二
〜
七

（
略

）
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○
古
物

営
業
法
施

行
規

則
（
平
成

七
年
国

家
公
安

委
員
会

規
則
第
十

号
）

（
第
七
条

関
係

）

（
傍
線

部
分
は

改
正
部

分
）

改

正

案

現

行

（

許
可

の
申
請
）

（
許

可
の
申
請

）

第
一
条

（
略

）

第
一
条

（
略

）

２

（

略
）

２

（
略
）

３

法

第
五
条

第
一
項

の
国
家

公
安
員

会
規
則
で

定
め
る

書
類
は

３

法
第
五

条
第
一

項
の
国
家

公
安

員
会
規
則

で
定
め

る
書
類

は

、
次

の
と
お

り
と
す

る
。

、
次

の
と
お

り
と
す
る

。

一

申
請
者

が
個
人

で
あ
る

場
合
に

は
、
次
に

掲
げ

る
書
類

一

申
請

者
が
個
人

で
あ
る

場
合
に

は
、
次

に
掲
げ
る

書
類

イ

最
近
五

年
間
の

略
歴
を

記
載
し

た
書
面

及
び
住
民

票
の

イ

最
近

五
年
間
の

略
歴

を
記
載
し

た
書

面
及
び
住

民
票
の

写

し
（
住

民
基
本

台
帳
法

（
昭
和

四
十
二
年

法
律
第

八
十

写

し
（
外

国
人
に

あ
っ
て
は

、
外

国
人
登
録

証
明
書

の
写

一

号
）

第
七
条
第

五
号
に

掲
げ
る

事
項
（

外
国
人
に

あ
っ

し
）

て
は
、

同
法
第
三

十
条

の
四
十
五

に
規
定

す
る
国

籍
等
）

を
記
載

し
た
も

の
に
限

る
。
第

九
条
の
二

第
三
項

第
一
号

及
び
第

二
十

二
条
第
三

項
第
二

号
に
お
い

て
同

じ
。
）

ロ
〜

ニ

（
略

）

ロ
〜

ニ

（

略
）

二
〜

五

（

略
）

二
〜

五

（

略
）

４
・

５

（

略
）

４

・
５

（
略
）

（

古
物
競

り
あ
っ

せ
ん
業

者
に
係

る
営
業

開
始
の
届

出
）

（
古
物

競
り
あ

っ
せ
ん

業
者
に
係

る
営
業

開
始
の

届
出
）

第

九
条
の

二

（

略
）

第
九
条

の
二

（
略
）

２

（
略

）

２

（

略
）

３

法

第
十
条

の
二
第

一
項
の

国
家
公
安

委
員
会

規
則
で

定
め
る

３

法
第
十

条
の
二
第

一
項
の

国
家
公

安
委
員

会
規
則

で
定
め

る

書
類
は

、
次

の
と
お
り

と
す

る
。

書
類

は
、
次
の

と
お
り

と
す
る

。

一

届
出
者

が
個
人

で
あ
る

場
合
に
は

、
住
民

票
の
写

し

一

届
出
者

が
個
人
で

あ
る

場
合
に
は

、
住
民

票
の
写

し
（
外
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国
人
に

あ
っ
て

は
、
外

国
人
登

録
証
明
書

の
写

し
）

二
・

三

（

略
）

二
・

三

（

略
）

４

（
略
）

４

（
略
）

（

確
認
の

方
法
等

）

（
確
認
の

方
法

等
）

第

十
五
条

（
略
）

第
十
五

条

（
略

）

２

（
略

）

２

（

略
）

３

法
第

十
五

条
第
一
項

第
四
号

の
国
家

公
安
委

員
会
規
則

で
定

３

法

第
十
五

条
第
一

項
第
四

号
の
国
家

公
安

委
員
会
規

則
で
定

め
る
措

置
は
、

次
の
と

お
り
と

す
る
。

め
る

措
置
は
、

次
の
と

お
り
と

す
る
。

一
〜
三

（

略
）

一
〜

三

（
略

）

四

相
手
方

か
ら
そ

の
住
所

、
氏
名
、

職
業
及

び
年
齢

の
申
出

四

相
手
方

か
ら
そ
の

住
所

、
氏
名
、

職
業
及

び
年
齢

の
申
出

を
受

け
る
と

と
も
に

そ
の
住
民

票
の

写
し
、
住

民
票
の

記
載

を

受
け
る

と
と
も
に

そ
の
住

民
票
の

写
し
、

住
民
票

の
記
載

事
項

証
明
書

、
戸
籍

の
謄
本

若
し
く

は
抄
本

（
戸
籍
の

附
票

事

項
証
明

書
、
戸
籍

の
謄

本
若
し
く

は
抄

本
（
戸
籍

の
附
票

の

写
し
が

添
付
さ
れ

て
い

る
も
の
に

限
る
。

）
又
は

印
鑑
登

の

写
し

が
添
付
さ

れ
て
い

る
も
の

に
限
る

。
）
、
印

鑑
登

録

録

証
明
書

（
以
下

「
住
民

票
の
写
し

等
」
と

い
う
。

）
の
送

証
明
書

、
外
国

人
登
録
原

票
の
写

し
又
は

外
国
人

登
録
原

票

付
を
受
け

、
並
び

に
当
該

住
民
票

の
写
し
等

に
記

載
さ
れ
た

の
記
載

事
項
証

明
書
（
以

下
「

住
民
票
の

写
し

等
」
と
い

う

そ
の
者

の
住
所

に
宛
て
て

配
達

記
録
郵
便

物
等
（

引
受
け

及

。
）
の

送
付

を
受
け
、

並
び
に

当
該
住

民
票
の

写
し
等
に

記

び
配
達

の
記
録

を
す
る

取
扱
い

を
さ
れ
る

郵
便
物

若
し
く

は

載
さ

れ
た
そ

の
者
の

住
所
に
あ

て
て
配

達
記
録

郵
便
物

等
（

信
書

便
物
又
は

こ
れ
と

同
様
の

取
扱
い

を
さ
れ
る

貨
物

（
貨

引
受

け
及
び

配
達
の

記
録
を
す

る
取

扱
い
を
さ

れ
る

郵
便
物

物
自

動
車
運

送
事
業

法
（
平
成

元
年

法
律
第
八

十
三
号

）
第

若

し
く
は
信

書
便
物

又
は
こ

れ
と
同

様
の
取

扱
い
を

さ
れ
る

三
条

の
許
可

を
受
け

た
者
そ

の
他
の

適
法
に
貨

物
の
運

送
の

貨

物
（
貨

物
自
動
車

運
送

事
業
法
（

平
成
元

年
法
律

第
八
十

事
業

を
行

う
者
が
運

送
す
る

も
の
に

限
る
。

）
を
い
う

。
以

三

号
）
第

三
条
の

許
可
を

受
け
た
者

そ
の

他
の
適
法

に
貨

物

下

同
じ
。

）
で
転

送
を
し

な
い
取
扱

い
を
さ

れ
る
も

の
を
送

の
運
送

の
事
業
を

行
う
者

が
運
送

す
る
も

の
に
限

る
。
）

を

付

し
、
か

つ
、
そ

の
到
達

を
確
か

め
る
こ
と

。

い
う
。

以
下
同

じ
。
）
で

転
送

を
し
な
い

取
扱
い

を
さ
れ

る

も
の
を

送
付
し

、
か
つ
、

そ
の
到

達
を
確

か
め
る

こ
と
。

五

（

略
）

五

（
略
）

六

相

手
方

か
ら
そ
の

住
所

、
氏
名
、

職
業
及

び
年
齢
の

申
出

六

相
手
方
か

ら
そ
の

住
所
、

氏
名
、

職
業
及

び
年
齢

の
申
出

を
受

け
る
と
と

も
に

そ
の
身
分

証
明
書

、
運
転

免
許
証

、
国

を

受
け
る
と

と
も
に

そ
の
身

分
証
明

書
、
運
転

免
許

証
、
国
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民
健
康

保
険
被

保
険
者

証
等
そ

の
者
の
身

元
を
確

か
め
る

に

民
健

康
保
険

被
保
険

者
証
等
そ

の
者
の

身
元
を

確
か
め

る
に

足
り

る
資
料
の

写
し
（

明
瞭
に

表
示
さ

れ
た
も
の

に
限

る
。

足
り

る
資
料

の
写
し

（
明
瞭
に

表
示

さ
れ
た
も

の
に
限

る
。

）
の

送
付
を
受

け
、

当
該
資
料

の
写

し
に
記
載

さ
れ
た

そ
の

）

の
送
付
を

受
け
、

当
該
資

料
の
写

し
に
記

載
さ
れ

た
そ
の

者
の

住
所
に

宛
て
て

配
達
記

録
郵
便

物
等
で
転

送
を
し

な
い

者

の
住
所

に
あ
て
て

配
達

記
録
郵
便

物
等
で

転
送
を

し
な
い

取
扱

い
を

さ
れ
る
も

の
を
送

付
し
、

か
つ
、

そ
の
到
達

を
確

取

扱
い
を

さ
れ
る

も
の
を

送
付
し
、

か
つ

、
そ
の
到

達
を
確

か

め
、
並

び
に
当
該

資
料

の
写
し
に

記
載
さ

れ
た
そ

の
者
の

か
め
、

並
び
に
当

該
資
料

の
写
し

に
記
載

さ
れ
た

そ
の
者

の

氏

名
を
名

義
人
の

氏
名
と

す
る
預

貯
金
口
座

へ
の
振

込
み
又

氏
名
を

名
義
人

の
氏
名
と

す
る

預
貯
金
口

座
へ
の

振
込
み

又

は
振
替
の

方
法

に
よ
り
当

該
古
物

の
代
金

を
支
払

う
こ
と
を

は
振
替

の
方
法

に
よ
り

当
該
古

物
の
代
金

を
支

払
う
こ
と

を

約
す
る

こ
と
（

当
該
古
物

に
係

る
法
第
十

六
条
の

帳
簿
等

又

約
す

る
こ
と

（
当
該
古

物
に
係

る
法
第

十
六
条

の
帳
簿

等
又

は
電
磁

的
方
法

に
よ
る

記
録
と

と
も
に

当
該
資
料

の
写
し

を

は
電

磁
的
方

法
に
よ

る
記
録
と

と
も

に
当
該
資

料
の
写

し
を

保
存

す
る
場
合

に
限

る
。
）
。

保

存
す
る
場

合
に
限

る
。
）

。

七

（
略
）

七

（
略

）

４

（
略
）

４

（
略

）

（

盗
品

売
買
等
防

止
団
体

に
係
る

承
認
の

申
請
）

（
盗
品

売
買
等

防
止
団

体
に
係
る

承
認

の
申
請
）

第
二
十
二

条

（

略
）

第
二
十

二
条

（
略
）

２

（

略
）

２

（

略
）

３

第

一
項
の

承
認
申

請
書
に

は
、
次
の

各
号
に

掲
げ
る

書
類
を

３

第
一
項

の
承
認

申
請
書
に

は
、
次

の
各
号

に
掲
げ

る
書
類

を

添
付

し
な
け

れ
ば
な
ら

な
い

。

添
付

し
な
け

れ
ば
な
ら

な
い
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

役
員
に

係
る

最
近
五
年

間
の
略

歴
を
記
載

し
た

書
面
及
び

二

役
員

に
係
る
最

近
五
年

間
の
略

歴
を
記

載
し
た

書
面
及

び

住
民

票
の

写
し

住

民
票
の

写
し
（

外
国
人

に
あ
っ
て

は
、

外
国
人
登

録
証

明

書

の
写
し

）

三

〜
七

（
略
）

三
〜
七

（
略

）

４
・
５

（
略

）

４
・
５

（
略

）
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○
運
転

免
許
取
得

者
教

育
の
認
定

に
関
す

る
規
則

（
平
成

十
二
年
国

家
公

安
委
員
会

規
則

第
四
号
）

（
第
八

条
関
係
）

（
傍
線

部
分
は

改
正
部

分
）

改

正

案

現

行

（

認
定

の
申
請
）

（
認
定
の

申
請

）

第
五
条

（
略

）

第
五
条

（
略

）

２

前

項
の
申

請
書
に
は

、
次

に
掲
げ
る

書
類
を

添
付
し

な
け
れ

２

前
項
の

申
請
書
に

は
、
次

に
掲
げ

る
書
類

を
添
付

し
な
け

れ

ば
な
ら

な
い

。

ば
な

ら
な
い
。

一

申
請
者

が
個
人

で
あ
る

場
合
は
そ

の
住
民

票
の
写

し
、
法

一

申
請
者

が
個
人
で

あ
る

場
合
は
そ

の
住
民

票
（
府

令
第
九

人
で

あ
る
場

合
は
そ

の
定
款
及

び
登

記
事
項
証

明
書

条

の
十
六

第
二
号
の

登
録
証

明
書
等

を
含
む

。
）
の

写
し
、

法

人
で
あ
る

場
合
は

そ
の
定

款
及
び

登
記
事

項
証
明

書

二

〜
七

（
略
）

二

〜
七

（
略
）

３

（
略

）

３

（

略
）
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○
国
家

公
安
委
員

会
関

係
自
動
車

運
転
代

行
業
の

業
務
の

適
正
化
に

関
す

る
法
律
施

行
規

則
（
平
成

十
四
年

国
家
公
安

委
員

会
規
則
第

十
一

号
）

（
第
九
条

関
係
）

（
傍

線
部
分

は
改
正
部

分
）

改

正

案

現

行

（
申
請

書
の
添

付
書
類

）

（
申

請
書
の
添

付
書
類

）

第
四
条

自
動

車
運
転
代

行
業

の
業
務
の

適
正
化

に
関
す

る
法
律

第
四

条

自

動
車
運
転

代
行
業

の
業
務

の
適
正

化
に
関

す
る
法

律

施
行
令

第
一

条
第
一
号

ヘ
の
国

家
公
安

委
員
会

規
則
で
定

め
る

施
行

令
第
一
条

第
一
号

ヘ
の
国

家
公
安

委
員
会

規
則
で

定
め
る

書
類

は
、
次

の
と
お

り
と
す

る
。

書
類

は
、
次

の
と
お
り

と
す

る
。

一

法
第
十

九
条
第

一
項
の

規
定
に

よ
り
読
み

替
え

て
適
用
さ

一

法
第

十
九
条
第

一
項
の

規
定
に

よ
り
読

み
替
え
て

適
用

さ

れ
る

道
路
交

通
法
（

昭
和
三

十
五
年

法
律
第

百
五
号
）

第
七

れ

る
道
路

交
通
法
（

昭
和

三
十
五
年

法
律

第
百
五
号

）
第
七

十

四
条
の

三
第
一
項

に
規

定
す
る
安

全
運
転

管
理
者

に
つ
い

十

四
条

の
三
第
一

項
に
規

定
す
る

安
全
運

転
管
理
者

に
つ

い

て

は
、
次

に
掲
げ

る
書
類

て
は
、

次
に
掲

げ
る
書
類

イ

住
民

票
の
写

し

イ

住

民
票
の

写
し
（
外

国
人

に
あ
っ
て

は
、

外
国
人
登

録

原
票
の

写
し
）

ロ
〜
ニ

（
略

）

ロ
〜

ニ

（

略
）

二

法
第
十

九
条
第
一

項
の

規
定
に
よ

り
読
み

替
え
て

適
用
さ

二

法
第
十

九
条
第
一

項
の
規

定
に
よ

り
読
み

替
え
て

適
用
さ

れ
る

道
路
交

通
法
第

七
十
四
条

の
三

第
四
項
に

規
定
す

る
副

れ

る
道
路
交

通
法
第

七
十
四

条
の
三

第
四
項

に
規
定

す
る
副

安
全

運
転
管

理
者
に

つ
い
て

は
、
次

に
掲
げ
る

書
類

安

全
運
転

管
理
者
に

つ
い

て
は
、
次

に
掲
げ

る
書
類

イ

住
民

票
の
写
し

イ

住
民

票
の
写

し
（
外

国
人
に
あ

っ
て

は
、
外
国

人
登

録

原

票
の
写

し
）

ロ

・
ハ

（
略
）

ロ
・
ハ

（
略

）

（
変
更

の
届
出

）

（
変

更
の
届

出
）

第
七
条

法
第

八
条
第

一
項
に

規
定
す

る
届
出
書

は
、
法

第
五
条

第
七

条

法

第
八
条

第
一
項
に

規
定

す
る
届
出

書
は
、

法
第
五

条

第
一

項
各
号

に
掲
げ

る
事
項

に
変
更
が

あ
っ
た

日
か
ら

十
日
（

第
一

項
各
号

に
掲
げ
る

事
項

に
変
更
が

あ
っ
た

日
か
ら

十
日
（
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当
該
届

出
書
に

戸
籍
の

謄
本
若

し
く
は

抄
本
又

は
登
記
事

項
証

当
該

届
出
書
に

戸
籍
の

謄
本
若

し
く
は

抄
本
、
外

国
人

登
録
原

明
書

を
添
付

す
べ
き
場

合
に

あ
っ
て
は

、
二
十

日
）
以

内
に
提

票
の

写
し
又

は
登
記
事

項
証
明

書
を
添

付
す
べ

き
場
合

に
あ
っ

出
し

な
け
れ

ば
な
ら

な
い
。

て
は

、
二
十

日
）
以

内
に
提

出
し
な
け

れ
ば

な
ら
な
い

。
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○
特
殊

開
錠
用
具

の
所

持
の
禁
止

等
に
関

す
る
法

律
施
行

規
則
（
平

成
十

五
年
国
家

公
安

委
員
会
規

則
第
十

二
号
）
（

第
十

条
関
係
）

（
傍
線

部
分
は

改
正
部

分
）

改

正

案

現

行

（

援
助

の
申
出
）

（
援
助
の

申
出

）

第
一
条

（
略

）

第
一
条

（
略

）

２

前

項
の
援

助
申
出
書

に
は

、
次
に
掲

げ
る
書

類
を
添

付
し
な

２

前
項
の

援
助
申
出

書
に
は

、
次
に

掲
げ
る

書
類
を

添
付
し

な

け
れ
ば

な
ら

な
い
。

け
れ

ば
な
ら
な

い
。

一

申
出
を

す
る
者

が
個
人

で
あ
る
場

合
に
は

、
住
民

票
の
写

一

申
出
を

す
る
者
が

個
人

で
あ
る
場

合
に
は

、
住
民

票
の
写

し

し

又
は
外

国
人
登
録

原
票
の

写
し

二

・
三

（

略
）

二
・
三

（
略

）
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○
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ

ト
異

性
紹
介
事

業
を
利

用
し
て

児
童
を

誘
引
す
る

行
為

の
規
制
等

に
関

す
る
法
律

施
行
規

則
（
平
成

十
五

年
国
家
公

安
委

員
会

規
則
第
十

五
号
）

（
第
十

一
条
関

係
）

（
傍

線
部
分

は
改
正
部

分
）

改

正

案

現

行

（
イ
ン

タ
ー
ネ

ッ
ト
異

性
紹
介
事

業
の

開
始
の
届

出
）

（
イ
ン

タ
ー
ネ

ッ
ト
異

性
紹
介
事

業
の
開

始
の
届

出
）

第
一
条

（
略

）

第
一

条

（

略
）

２

（

略
）

２

（
略
）

３

法
第
七
条

第
一

項
の
国
家

公
安
委

員
会
規

則
で
定

め
る
書
類

３

法
第
七

条
第
一

項
の
国

家
公
安

委
員
会
規

則
で

定
め
る
書

類

は

、
次
に
掲

げ
る
書

類
と
す

る
。

は
、

次
に

掲
げ
る
書

類
と
す

る
。

一

イ
ン
タ

ー
ネ

ッ
ト
異
性

紹
介
事

業
を
行

お
う
と

す
る
者
が

一

イ
ン

タ
ー
ネ
ッ

ト
異
性

紹
介
事

業
を
行

お
う
と

す
る
者

が

個

人
で
あ

る
場
合
は

、
次

に
掲
げ
る

書
類

個

人
で

あ
る
場
合

は
、
次

に
掲
げ

る
書
類

イ

住
民

票
の
写

し
（
住

民
基
本
台

帳
法
（

昭
和
四

十
二
年

イ

住

民
票
の

写
し
（
住

民
基
本

台
帳
法

（
昭
和

四
十
二

年

法
律
第

八
十
一
号

）
第

七
条
第
五

号
に
掲

げ
る
事

項
（
外

法
律
第

八
十
一
号

）
第
七

条
第
五

号
に
掲

げ
る
事

項
を
記

国
人
に

あ
っ
て

は
、
同

法
第
三

十
条
の
四

十
五
に

規
定
す

載
し
た

も
の
に

限
る
。

）
（
外
国

人
に

あ
っ
て
は

、
外
国

る
国
籍

等
）

を
記
載
し

た
も
の

に
限
る
。

）

人
登

録
原
票
の

写
し
）

ロ
〜

ニ

（
略

）

ロ
〜

ニ

（

略
）

二
〜

四

（

略
）

二
〜

四

（

略
）

４
・

５

（

略
）

４

・
５

（
略
）
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○
確
認

事
務
の
委

託
の

手
続
等
に

関
す
る

規
則
（

平
成
十

六
年
国
家

公
安

委
員
会
規

則
第

二
十
三
号

）
（
第

十
二
条
関

係
）

（
傍
線

部
分
は

改
正
部

分
）

改

正

案

現

行

（

登
録

の
申
請
等

）

（
登
録
の

申
請

等
）

第
二
条

（
略

）

第
二
条

（
略

）

２

前

項
の
登

録
申
請
書

に
は

、
次
に
掲

げ
る
書

類
を
添

付
し
な

２

前
項
の

登
録
申
請

書
に
は

、
次
に

掲
げ
る

書
類
を

添
付
し

な

け
れ
ば

な
ら

な
い
。

け
れ

ば
な

ら
な
い
。

一
〜

二

（

略
）

一

〜
二

（
略
）

三

役
員
に

係
る
次

に
掲
げ

る
書
類

三

役
員

に
係
る

次
に
掲
げ

る
書

類

イ

戸
籍
の

謄
本
又

は
抄
本

（
外
国

人
に
あ

っ
て
は
、

住
民

イ

戸
籍

の
謄
本
若

し
く

は
抄
本
又

は
外

国
人
登
録

原
票
の

票

の
写
し

（
住
民

基
本
台

帳
法
（

昭
和
四
十

二
年
法

律
第

写

し
（
役

員
が
外

国
人
登
録

法
（

昭
和
二
十

七
年
法

律
第

八

十
一

号
）
第
三

十
条
の

四
十
五

に
規
定

す
る
国
籍

等
を

百
二
十
五

号
）
第

四
条
第

一
項
の

規
定
に

よ
る
登

録
を
受

記
載
し

た
も
の
に

限
る

。
）
）

け
て
い

る
場
合
に

限
る
。

）

ロ
〜
ニ

（
略

）

ロ
〜
ニ

（

略
）

四
・
五

（

略
）

四
・

五

（

略
）

３

（
略
）

３

（
略
）
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○
警
備

員
等
の
検

定
等

に
関
す
る

規
則
（

平
成
十

七
年
国

家
公
安
委

員
会

規
則
第
二

十
号

）
（
第
十

三
条
関

係
）（

傍
線

部
分
は

改
正
部

分
）

改

正

案

現

行

（

合
格

証
明
書
の

交
付
の

申
請
）

（
合

格
証
明
書

の
交
付

の
申
請

）

第
十
四
条

（

略
）

第
十
四

条

（

略
）

２

（

略
）

２

（
略
）

３

第

一
項
の

合
格
証

明
書
交

付
申
請

書
に
は
、

次
に
掲

げ
る
書

３

第
一
項

の
合
格

証
明
書
交

付
申

請
書
に
は

、
次
に

掲
げ
る

書

類
を

添
付
し

な
け
れ

ば
な
ら

な
い
。

類
を

添
付
し

な
け
れ
ば

な
ら

な
い
。

一

履
歴
書

及
び
住

民
票
の

写
し
（

住
民
基
本

台
帳

法
（
昭
和

一

履
歴

書
及
び
住

民
票
の

写
し
（

住
民
基

本
台
帳
法

（
昭

和

四
十

二
年
法

律
第
八

十
一
号

）
第
七

条
第
五

号
に
掲
げ

る
事

四

十
二
年

法
律
第
八

十
一

号
）
第
七

条
第

五
号
に
掲

げ
る
事

項

（
外
国

人
に
あ
っ

て
は

、
同
法
第

三
十
条

の
四
十

五
に
規

項

を
記

載
し
た
も

の
に
限

る
。
）

（
外
国

人
に
あ
っ

て
は

、

定

す
る
国

籍
等
）

を
記
載

し
た
も
の

に
限
る

。
次
条

第
二
項

外
国
人

登
録
証

明
書
の
写

し
）

に
お
い
て

同
じ
。

）

二
〜
五

（
略

）

二
〜
五

（
略

）

（
合

格
証
明

書
の
書
換

え
及

び
再
交
付

の
申
請

）

（
合

格
証

明
書
の
書

換
え
及

び
再
交

付
の
申

請
）

第
十

五
条

（
略
）

第

十
五
条

（
略

）

２

前
項
の

合
格
証

明
書
書

換
え
申

請
書
に
は

、
住
民

票
の
写

し

２

前
項

の
合
格

証
明
書

書
換
え
申

請
書
に

は
、
住

民
票
の

写
し

及

び
第
九

条
第
四

項
第
二
号

に
規

定
す
る
写

真
一
葉

を
添
付

し

（

外
国
人

に
あ
っ

て
は
、
外

国
人
登

録
証
明

書
の
写

し
）
及

び

な

け
れ
ば

な
ら
な

い
。

第
九
条
第

四
項
第

二
号
に

規
定
す

る
写
真
一

葉
を

添
付
し
な

け

れ

ば
な
ら

な
い
。

３
〜
５

（
略

）

３
〜
５

（
略

）
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○
遺
失

物
法

施

行
規

則
（

平

成
十

九
年

国
家

公

安
委

員
会

規
則

第

六
号

）

（
第
十

四
条
関

係
）

（
傍
線

部
分
は

改
正
部

分
）

改

正

案

現

行

（

他
の

警
察
本
部

長
に
通

報
す
る

貴
重
な

物
件
）

（
他

の
警
察
本

部
長
に

通
報
す

る
貴
重

な
物
件
）

第
十
一
条

法

第
八
条
第

一
項
（

法
第
十

三
条
第

二
項
及
び

法
第

第
十
一

条

法

第
八
条

第
一
項

（
法
第
十

三
条

第
二
項
及

び
法
第

十
八
条

に
お
い

て
準
用

す
る
場

合
を
含

む
。
）

の
国
家
公

安
委

十
八

条
に
お
い

て
準
用

す
る
場

合
を
含

む
。
）
の

国
家

公
安
委

員
会
規

則
で

定
め
る
物

件
は
、

次
に
掲

げ
る
物

件
と
す
る

。

員
会

規
則
で
定

め
る
物

件
は
、

次
に
掲

げ
る
物

件
と
す

る
。

一
〜

三

（

略
）

一
〜

三

（

略
）

四

運
転
免

許
証
、

健
康
保

険
の
被

保
険
者
証

、
在

留
カ
ー
ド

四

運
転

免
許
証
、

健
康
保

険
の
被

保
険
者

証
、
外
国

人
登

録

そ
の

他
法
律

又
は
こ

れ
に
基

づ
く
命

令
の
規

定
に
よ
り

交
付

証

明
書
そ

の
他
法
律

又
は

こ
れ
に
基

づ
く

命
令
の
規

定
に
よ

さ

れ
た
書

類
で
あ
っ

て
、

個
人
の
身

分
若
し

く
は
地

位
又
は

り

交
付

さ
れ
た
書

類
で
あ

っ
て
、

個
人
の

身
分
若
し

く
は

地

個

人
の
一

身
に
専

属
す
る

権
利
を
証

す
る
も

の

位
又
は

個
人
の

一
身
に
専

属
す
る

権
利
を

証
す
る

も
の

五
・
六

（
略
）

五
・
六

（
略

）

（
指
定

）

（
指

定
）

第
二

十
八
条

（
略
）

第
二

十
八
条

（
略

）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

前
項
の

申
請
書

に
は
、

次
の
各

号
に
掲
げ

る
区
分

に
応
じ

、

３

前
項

の
申
請

書
に
は

、
次
の
各

号
に
掲

げ
る
区

分
に
応

じ
、

そ

れ
ぞ
れ

当
該
各

号
に
定
め

る
書

類
を
添
付

し
な
け

れ
ば
な

ら

そ

れ
ぞ
れ

当
該
各

号
に
定
め

る
書
類

を
添
付

し
な
け

れ
ば
な

ら

な

い
。

な
い
。

一

申

請
者
が
個

人
で

あ
る
場
合

一

申
請

者
が

個
人
で
あ

る
場
合

イ

住
民

票
の

写
し
（
住

民
基
本

台
帳
法

（
昭
和

四
十
二
年

イ

住

民
票
（

本
籍
が

記
載
さ

れ
て
い
る

も
の

に
限
る
も

の

法
律
第

八
十
一

号
）
第

七
条
第

五
号
に
掲

げ
る

事
項
（
外

と
し

、
日
本
国

籍
を
有

し
な
い

者
に
あ

っ
て
は
、

外
国

人

国
人
に

あ
っ

て
は
、
同

法
第

三
十
条
の

四
十
五

に
規
定
す

登
録

証
明
書
）

の
写
し

る
国

籍
等
）

を
記
載

し
た
も

の
に
限
る

。
）
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ロ
・
ハ

（
略

）

ロ
・

ハ

（

略
）

二

（
略
）

二

（
略
）

４

（
略
）

４

（
略
）


